
令和８年度避難実践キャンペーン「逃げチャレ」（風水害編）応募要領 

 

＜キャンペーン概要＞ 

○実施期間 

令和８年６月 25日（木）～８月 10日（月） 

○実施内容 

期間中に次の各チャレンジに取り組んで申し込んだ方に、抽選で景品を贈呈します。 

 （応募は、愛媛県公式 LINE（以下「県公式 LINE」という。）上で受付） 

① [確認編] 調(しら)べチャレ 

    ハザードマップで自宅や職場、学校等の水害（洪水・内水）又は土砂災害のリス

クを確認し、近くの避難先及び避難するタイミングを確認する。 

② [実践編] 逃げチャレ 

    調べチャレで確認した内容をもとに、日常生活の中で実際に避難先まで移動し、

到着後に位置情報を送信するとともに、避難先まで要した時間を確認する。 

① 調べチャレ 抽選 100名 えらべる Pay🄬  200円分 

② 逃げチャレ 抽選 300名 えらべる Pay🄬  500円分 

 

１ 目的 

県民が、①ハザードマップにより自宅、職場、学校等の水害（洪水・内水）又は土砂災害の

リスクを確認すること、②近くの避難先及び避難するタイミングを確認すること、③実際に

避難先まで移動することを通じて、避難意識及の向上を図り、災害時の迅速かつ適切な避難

行動につなげることを目的とする。 

 

２ 主催 

   愛媛県 （事務局：県民環境部防災局防災危機管理課） 

 

３ 実施方法 

 （１）実施期間 

 令和８年６月 25日（木）～８月 10日（月） 

 （２）応募資格 

  県内に居住又は通勤・通学している者等 

 （３）応募区分 

    次の応募区分により参加者を募集するものとする。 

① ［確認編］調べチャレ 

     ハザードマップで自宅、職場、学校等の水害（洪水・内水）又は土砂災害のリス

クを確認した上で、近くの避難先及び避難するタイミングを確認する。 



② ［実践編］逃げチャレ 

     調べチャレの確認結果をもとに、実際に避難先まで移動し、避難先から位置情報

を送信するとともに、避難先まで要した時間を確認する。 

 

 （４）応募方法 

    県公式 LINEからキャンペーンに参加し、応募区分に応じ、それぞれ県公式 LINEの

指示に従い必要事項を送信する。 

① ［確認編］調べチャレ 

・身の回りの災害リスク情報及び確認した避難先、避難するタイミング等 

② ［実践編］逃げチャレ 

・到達した避難先の現在地情報及び避難先まで要した時間 

 

４ 当選者の決定及び発表 

・当選者は、応募区分に応じ、それぞれ次に定めるとおり決定する。 

［確認編］調べチャレ 主催者の抽選による 

［実践編］逃げチャレ 主催者の抽選による。 

・当選者の発表は、主催者からの当選の連絡をもって替えるものとし、落選者へは連絡 

しないこととする 

・抽選にあたっては、まず実践編「逃げチャレ」応募者の中から抽選により当選者を決

定するものとする。その後、確認編「調べチャレ」応募者のうち、実践編「逃げチャ

レ」の当選者を除いた者の中から抽選により当選者を決定するものとする。 

・当選者への連絡は、県公式 LINEから応募した LINEアカウント宛に行う。 

 

５ 景品 

  当選者には、次のとおり景品を贈呈する。 

①調べチャレ 抽選 100名 えらべる Pay🄬  200円分 

②逃げチャレ 抽選 300名 えらべる Pay🄬  500円分 

 

６ 景品の発送 

  ・景品の発送は、各応募区分ともに、応募した LINEアカウント宛に行う。 

  ・応募者における受信設定等を原因として景品の発送に係る連絡を受信できない場合

においても、当該連絡の再送信はしない。 

・当選者の決定は、実施期間の終了後おおむね１か月で行う。 

・景品の発送日時は、指定できないものとする。 

 



７ 問合せ先 

 〒７９０－８５７０ 愛媛県松山市一番町４丁目４－２ 

愛媛県 県民環境部 防災局 防災危機管理課  

南海トラフ対策グループ（逃げチャレ担当） 

電 話：０８９－９１２－２３２５（受付時間：平日８：３０～１７：１５） 

 

８ 応募規約 

  応募者は、応募した時点で本応募要領に同意したものとみなす。 

・本キャンペーンは、予告なく内容を変更し、又は終了する場合があること。 

・当選の権利は、他者に譲渡できないこと。 

・次のいずれかに該当する場合は、応募を無効とすること。 

（１）応募内容に不足等があり、要件を満たしていない場合 

（２）応募内容が公序良俗に反すると主催者が判断した場合 

（３）その他応募に不適切な内容が含まれていると主催者が判断した場合 

・県公式 LINEによるメッセージでの問合せには応じられないため、キャンペーン事務局宛

てに問い合わせること。 

 

 

 


